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令和元年（２０１９年）第６回香美市議会臨時会会議録 

招集年月日 令和元年１１月２５日（月曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 １１月２５日月曜日（会期第１日） 午前 ９時３７分宣告 

出席の議員 

   １番  萩 野 義 和      １１番  山 崎 晃 子 

   ２番  山 口   学      １２番  濱 田 百合子 

   ３番  久 保 和 昭      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ４番  甲 藤 邦 廣      １４番  大 岸 眞 弓 

   ５番  笹 岡   優      １５番  小 松   孝 

   ６番  森 田 雄 介      １６番  依 光 美代子 

   ７番  利 根 健 二      １７番  村 田 珠 美 

   ８番  山 本 芳 男      １８番  小 松 紀 夫 

   ９番  爲 近 初 男      １９番  島 岡 信 彦 

  １０番  舟 谷 千 幸      ２０番  比与森 光 俊 

欠席の議員 

 な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   管 財 課 長  秋 月 建 樹 

  副 市 長  今 田 博 明   市 民 保 険 課 長  植 田 佐 智 

  総 務 課 長  川 田   学   健康介護支援課長  宗 石 こずゑ 

  企 画 財 政 課 長  佐 竹 教 人 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  時 久 惠 子   生涯学習振興課長  黍 原 美貴子 

  教 育 次 長  岡 本 博 章 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  猪 野 高 廣   議会事務局書記  吉 川 る り 

  議会事務局書記  一 圓 まどか 

市長提出議案の題目 

 議案第１００号 令和元年度香美市一般会計補正予算（第５号） 

 議案第１０１号 令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 議案第１０２号 令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 議案第１０３号 令和元年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第２

号） 

 議案第１０４号 令和元年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
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 議案第１０５号 香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 議案第１０６号 香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

議員提出議案の題目 

 な  し 

議事日程 

令和元年（２０１９年）第６回香美市議会臨時会議事日程 

                          （会期第１日目 日程第１号） 

令和元年１１月２５日（月） 午前９時３０分開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告 

   ２．市長の報告 

     （１）行政の報告並びに提案理由の説明 

 日程第４ 議案第１００号 令和元年度香美市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第５ 議案第１０１号 令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算(第２号) 

 日程第６ 議案第１０２号 令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） 

 日程第７ 議案第１０３号 令和元年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第２号） 

 日程第８ 議案第１０４号 令和元年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

 日程第９ 議案第１０５号 香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例

の制定について 

 日程第10 議案第１０６号 香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

会議録署名議員 

 １７番、村田珠美君、１８番、小松紀夫君（会期第１日目に会期を通じ指名） 



－3－ 

議事の経過 

（午前 ９時３７分 開会 開議） 

○議長（比与森光俊君）   おはようございます。ただいまの出席議員は２０人です。

定足数に達していますので、これから令和元年（２０１９年）第６回香美市議会臨時会

を開会します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりであります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今臨時会を通じて１７番、村田

珠美さん、１８番、小松紀夫君を指名いたします。両名はよろしくお願いいたします。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  本件につきましては、議会運営委員会で協議をいただいておりますので、委員長から

報告を求めます。議会運営委員会委員長、利根健二君。 

○議会運営委員会委員長（利根健二君）   ７番、利根です。本日招集されました令和

元年（２０１９年）第６回香美市議会臨時会の運営につきまして、先ほど開催されまし

た議会運営委員会の協議の結果を報告します。 

  まず、会期につきましては、お手元にお配りしました予定表のとおり本日１日としま

した。なお、会期の延長を必要とする場合については、議長に一任することになりまし

た。 

  続きまして、会期中の会議ですが、本日の臨時会に付議された提出議案は、会議規則

第３７条第３項の規定により委員会付託を省略し、審議に付し、本会議方式により採決

を行います。 

  その他議会運営につきましては従来どおりですので、議員各位の格段の御協力をお願

いをいたします。 

  以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（比与森光俊君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  お諮りします。今臨時会の会期は、委員長報告のとおり本日１日としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定しま

した。 

  なお、会期中の会議の予定につきましては、先ほど議会運営委員会委員長からも報告

がありましたが、お手元にお配りしております予定表のとおりでございます。 

【会期及び会議（審査）の予定表 巻末に掲載】 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 
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  監査委員から、例月現金出納検査報告書及び定期監査結果報告書が提出されています。 

  その他の報告事項につきましては、お配りしました議長報告書のとおりでございます。 

  日程第４、議案第１００号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第５号）から日程

第１０、議案第１０６号、香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてまで、以上７件を一括議題とします。 

  行政の報告及び提案理由の説明を求めます。市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   皆さん、おはようございます。令和元年（２０１９年）第

６回香美市議会臨時会開催に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。議員の皆様方に

は、大変御多忙の中を臨時議会に御出席を賜りまことにありがとうございます。 

  それでは早速、本臨時会に上程をいたしました議案についてご説明を申し上げます。 

  議案第１００号は、令和元年度香美市一般会計補正予算（第５号）でございまして、

人事院勧告による職員の給与等の追加、新図書館建設に係る建設費等の追加のほか、地

方債の補正を行うものでございます。 

  議案第１０１号は、令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）でご

ざいます。 

  議案第１０２号は、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）で

ございます。 

  議案第１０３号は、令和元年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算

（第２号）でございます。 

  議案第１０４号は、令和元年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）で

ございます。 

  議案第１０５号は、香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定

についてでございます。 

  議案第１０６号は、香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてでございます。 

  以上７件を提出させていただきます。議案細部説明書を添付しておりますので、御参

照の上御審議賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（比与森光俊君）   これで行政の報告及び提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。先ほど議会運営委員会委員長から報告がありましたが、今臨時会に提

案された議案は、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   異議なしと認めます。よって、今臨時会に提案をされた議

案は、委員会付託を省略することに決定しました。 

  これから、日程第４、議案１００号、令和元年度香美市一般会計補正予算（第５号）

を議題とします。 
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  執行部から提案理由の補足説明を求めます。企画財政課長、佐竹教人君。 

○企画財政課長（佐竹教人君）   それでは、議案第１００号、令和元年度香美市一般

会計補正予算（第５号）について、説明をいたします。 

  令和元年度香美市一般会計補正予算（第５号） 

  令和元年度香美市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４０９万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９８億４,５９６万７,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  今回の補正予算は、人事院勧告による職員の給与等の追加、新図書館建設に係る建設

費等の追加のほか、地方債の補正を行うものでございます。 

  なお、「第１表 歳入歳出予算補正」３ページから９ページまでと、歳入歳出補正予

算事項別明細書１２ページから１４ページまでと、款項目節の内訳１５ページから２４

ページまでにつきましては、議案細部説明書の中で概要をお示ししておりますので御参

照ください。 

  続きまして、１０ページの「第２表 債務負担行為補正」につきましては、新図書館

建設工事監理業務委託を２,７５６万６,０００円、同建設工事費を８億８,６４８万

６,０００円、それぞれ増額しております。 

  次に、１１ページの「第３表 地方債補正」につきましては、１事業について変更し、

限度額を２０億２,７１７万２,０００円といたしました。起債の方法、利率、償還の方

法につきましては、補正前と同じでございます。 

  なお、本年度の一般会計に係る市債の内訳資料につきましては、議案細部説明書にお

示ししているとおりでございます。 

  以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いをいたします。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   図書館の関係等の資料もいただいてますので、それでお聞き

しますが。 

  今回、鉄骨の資材の数量の増加ということで書いてますけど、地図等でどこをふやし
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たとかいうのを示せるのなら示していただきたいのですが。ちょっと構造的に心配にな

ったのは、結構北風が強いんですよね、あそこ。ですから、屋根の構造等を含めてちゃ

んと強度計算はしてると思うんですが、その点はどうでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   お答えいたします。 

  鉄骨資材の数量の増加に関しては、屋根部分が鉄骨と木の混構造となっておりまして、

数量を精査したところ、想定よりも鉄骨及び構造材を接合する資材が余計目に必要にな

ったということです。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）   植栽については低減をやったということですが、このカラー

リーフというのはどんなやつですかね。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   お答えいたします。 

  カラーリーフというのは色の見える植物でして、花の色とかそういうものが見えたら

いいという市民懇談会での意見がありましたので、そういうものを採用しております。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  １２番、濱田百合子さん。 

○１２番（濱田百合子君）   先ほどの質問の続きになるかと思いますけれども、地域

産材の積極的な採用による増額という部分で、以前の説明のときに説明があったかもし

れませんけど、館内は土足で入って、そしてフローリングではないと思うんですけどそ

のあたりと、それと内側と外側に何か、外はちょっと無理かもしれませんけれども、そ

の木のものを使うようなことはあったでしょうか。ごめんなさい。確認をさせていただ

きたいと思って、前説明があったかもしれませんけれども。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   お答えいたします。 

  １つ笹岡議員の質問の訂正ですけど、カラーリーフですので花と葉っぱの色柄という

ことで。 

  それで、濱田議員の質問にお答えしますが、床はじゅうたんになっております。木材

は先ほども言いましたけれども、天井に市産材の杉を使うようになっております。それ

と、壁面にある書架などにも市産材を利用するように考えております。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

  ５番、笹岡 優君。 

○５番（笹岡 優君）    資料の約６,１００万円のアップ分ついては、ここに書いて

あるとおり、①必要と判断した機能による増額の分と、そして②と③の合計金額から、

④その他の部分の減額を引いた分が約６,１００万円ということになるわけでして、そ
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れ以外にここに書いてる、造成工事・造作家具等の工事費を入れたら約８億８.８００

万円になると。ですから、債務負担行為の部分の１０ページの８億８,６４８万６,００

０円に充当すると、それプラス設計費の監理費が要るという認識でいいんでしょうか。 

○議長（比与森光俊君）   生涯学習振興課長、黍原美貴子さん。 

○生涯学習振興課長（黍原美貴子君）   間違いありません。 

  ただ、この予算には機械警備とかネットワーク設備の工事費などはまだ含まれており

ません。 

○議長（比与森光俊君）   ほかに質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１００号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第１００号は、原案の

とおり可決されました。 

  これから、日程第５、議案１０１号、令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予

算（第２号）を議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   議案第１０１号、令和元年度香美市簡易水道事

業特別会計補正予算（第２号）につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

  令和元年度香美市の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５億１,２９３万９,０００円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  内容につきましては、人事院勧告と標準報酬月額の増額によるものであります。 

  以上、補足説明とします。よろしくお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   補足説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１０１号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第１０１号は、原案の

とおり可決されました。 

  これから、日程第６、議案１０２号、令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。環境上下水道課長、明石満雄君。 

○環境上下水道課長（明石満雄君）   議案第１０２号、令和元年度香美市公共下水道

事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、補足説明をさせていただきます。 

  令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

  令和元年度香美市の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０万９,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億６７万２,０００円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  内容につきましては、簡易水道事業特別会計と同じく、人事院勧告による人件費の増

によるものであります。 

  以上で補足説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（比与森光俊君）   補足説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１０２号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第１０２号は、原案の

とおり可決されました。 

  日程第７、議案１０３号、令和元年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正

予算（第２号）を議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。健康介護支援課長、宗石こずゑさ

ん。 

○健康介護支援課長（宗石こずゑ君）   議案第１０３号、令和元年度香美市介護保険

特別会計（保険事業勘定）補正予算（第２号）について、説明いたします。 

  令和元年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第２号） 

  令和元年度香美市の介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３３億１,８０７万４,０００円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  提案理由としましては、人事院勧告による職員の給与と人件費の不足分を追加するも

のです。 

  なお、詳細につきましては、議案細部説明書９ページにお示ししているとおりでござ

いますので、御参照ください。 

  以上で説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   補足説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１０３号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第１０３号は、原案の

とおり可決されました。 

  日程第８、議案１０４号、令和元年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
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号）を議題とします。 

  執行部から提案理由の補足説明を求めます。市民保険課長、植田佐智さん。 

○市民保険課長（植田佐智君）   議案第１０４号、令和元年度香美市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号）の補足説明を行います。 

  令和元年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  令和元年度香美市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９万１,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億２,９０１万７,０００円とする。 

  第２条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  内容としましては、人事院勧告及び扶養親族の変更に伴う人件費の不足分を補うもの

です。 

  以上、御審議よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   補足説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１０４号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第１０４号は、原案の

とおり可決されました。 

  日程第９、議案第１０５号、香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   議案第１０５号を説明させていただきます。 

  議案第１０５号、香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例 
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  条文につきましては、省略させていただきます。 

  提案理由につきましては、議案細部説明書のとおりです。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１０５号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（比与森光俊君）   起立多数であります。よって、議案第１０５号は、原案の

とおり可決されました。 

  これから、日程第１０、議案第１０６号、香美市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  まず、執行部から提案理由の補足説明を求めます。総務課長、川田 学君。 

○総務課長（川田 学君）   議案第１０６号について、御説明をさせていただきます。 

  議案第１０６号、香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

  令和元年１１月２５日提出、香美市長 法光院晶一 

  香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  条文につきましては、省略させていただきます。 

  提案理由につきましては、議案細部説明書のとおりです。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（比与森光俊君）   説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

「なし」という声あり 

○議長（比与森光俊君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第１０６号を採決いたします。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（比与森光俊君）   全員起立であります。よって、議案第１０６号は、原案の

とおり可決されました。 

  以上で今臨時会に付されました議案は全て議了しました。 

  閉会に当たり一言御挨拶申し上げます。 

  １１月２日金曜日から、舟入小学校からスタートしました第１４回議会報告会（意見

交換会）も、あす２６日火曜日の片地小学校が最後となりました。３班の皆様にはあす

もよろしくお願いいたします。今回は初めての試みとして小中学校へ出向いての報告会

でしたが、それぞれＰＴＡの方々から貴重な御意見がいただけた有意義なものだったと

思います。議員の皆様には本当に御苦労さまでした。 

  また、来週月曜日、１２月２日は第７回定例会の開会日でございます。議員各位にお

かれましては、一般質問の準備、議案審査のための調査等、何かとお忙しいと思います

が、寒さも厳しくなってまいりました。健康には十分留意されまして、来週からの定例

会もよろしくお願いいたします。 

  以上述べまして、御挨拶とさせていただきます。 

  次に、市長から発言を求められておりますのでこれを許可します。市長、法光院晶一

君。 

○市長（法光院晶一君）   令和元年第６回香美市議会臨時会の閉会に当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

  まず初めに、本臨時会に上程をいたしました全ての議案につきまして、適切に御決定

を賜りましたことに対しまして厚く御礼を申し上げます。 

  御決定を賜りました上は適切かつ迅速な事務執行に務めてまいりますので、よろしく

お願いをいたします。 

  さて、本年もあと１カ月余りとなりまして慌ただしさを増しつつあります。朝夕の寒

さも一層厳しさを加えてきたように感じております。議員の皆様方には健康に留意され

一層御活躍なさいますよう、心より念じまして御挨拶とさせていただきます。本日はま

ことにありがとうございました。 

○議長（比与森光俊君）   これをもちまして、令和元年（２０１９年）第６回香美市

議会臨時会を閉会いたします。 

（午前１０時０９分 閉会） 
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議会運営委員会の協議結果の報告 

 

令和元年（２０１９年）第６回香美市議会臨時会について、議会運営委員会

で協議した結果は次のとおりです。 

 

１ 臨時会の会期及び会議について 

（１）  会期は本日１日とします。なお、会議の都合により会期の延長を必要

とする場合は議長に一任します。 

 

（２）  会議は予定表のとおりであり、委員会の付託を省略して、本会議で審
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  第100号
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  議案
  第101号

令和元年度香美市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 原案可決 元.11.25

  議案
  第102号

令和元年度香美市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 原案可決 元.11.25

  議案
  第103号

令和元年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算
（第２号）

原案可決 元.11.25

  議案
  第104号

令和元年度香美市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 原案可決 元.11.25

  議案
  第105号

香美市長等の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例の制定
について

原案可決 元.11.25

  議案
  第106号

香美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の
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原案可決 元.11.25
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